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少しずつ夏の気
配を感じる６月
です。家族で朝
や夕方に散歩や
運動をしてみる
など、家族がふ
れあう時間をも
ちましょう。

午前9時30分～
役場2階 教育長応接室
傍聴歓迎！
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　児童手当を受給されている方には、毎年1回「現況届」を提出していただくことに
なっています。
　これは、引き続き児童手当を受給する資格があるかどうかを６月１日現在の養育状況
により認定するためのものです。また、所得制限があり、前年分所得の確認も必要です。
６月中旬までに現況届を郵送しますので、添付書類を確認の上、期限までに必ず提出を
お願いします。期限までに提出がない場合は、受給資格があっても手当の支払いが受け
られなくなりますのでご注意ください。

1. 現況届の手続きの流れ
　　①届いた現況届を確認してください。
　　　（間違いや変更がある場合は朱書きで訂正）
　　②名前の横に押印・提出日を記入してください。
　　③添付書類を確認・用意してください。
　　　〈添付〉受給者と配偶者と児童全員の保険証のコピー
２. 現況届の審査
提出された現状届を町で審査し、受給認定、継続支給認定された方には、10月に振
込みを行います。
※所得制限超過となる方には、「特例給付」として通知を送付します。
※所得状況の変化により、受給者となるべき方の変更手続きが必要な場合は、役場
　よりご連絡します。

3. 提出期限　６月28日（金）まで（郵送可）
4. 提 出 先　子ども課 子ども支援係（2階⑪窓口）か、郵送の場合は、
　　　　　　 〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777 まで提出してください。

児童手当現況届について児童手当現況届について

小・中学校の通学路を視察小・中学校の通学路を視察
　５月15日、町とPTA連合会による通学路視察が行われました。
　PTA、教育委員、学校長、諏訪建設事務所、交番、役場
建設課・子ども課が、各校PTAから挙げられた危険個所を
見て回り、対応について検討しました。
　町で対応できるところは改善し、国や県に関係するとこ
ろは改善を要望します。昨年度は、道路標識や標示、ガー
ドレールの設置などを実施しました。
子ども達が安心して通学できる環境を整備していきます。
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給食食材放射能測定結果（４月分）給食食材放射能測定結果（４月分）

※保育園、小・中学校で使用を予定する給食食材の放射能が10ベクレルを超えた場合は、給食に
　使用しません。詳しい測定結果は、町のホームページをご覧ください。

測  定  日 測定食材数 測　定　結　果

4月17日 6 町基準の10ベクレルを超えた食材はありませんでした。

教育委員会だより

　皆さんは小学校の時の休み時間や放課後は何をして過ごしていましたか？
　先日、小学校にお邪魔した時、ちょうど休み時間で多くの子どもたちが校庭で
遊んでいました。サッカー、鬼ごっこ、遊具などそれぞれが休み時間を楽しんで
いる姿がありました。
　ふと、サッカーをしている子どもたちを見ていると７、８人の子がボールを追
いかけて遊んでいました。ところが、校庭の半分を使っているようでしたが、サ
イドラインが引いてありませんので半分以上にはみ出し、校庭の中央付近の外に
出ても２人の子がボールを追い掛け、ボールを取り合っています。思わず「あれれ、どこまでがフィールドな
のだろう。」と思っていましたが、結局、元のフィールドに１人の子がボールを蹴り返し、ゲームは続いてい
きました。その後もみんなでサッカーを続けていましたが、しばらくするとまた校庭の半分以上のところにボ
ールがいき、そこでボールの取り合いが始まりました。しかし、今度は２人の動きが止まり、１人の子がボー
ルを手に取ってスローインからゲームは続いていきました。先ほどよりは内側だったのですが今度はスローイ
ンからです。
　この様子を見ていてふと、小学生の頃の遊びを思い出しました。当時は放課後、地区の空き地に低学年から
高学年まで集まり、みんなで一緒になって野球を楽しむことが日課となっていました。低学年から高学年まで
一緒ですので上級生がうまくゲームをコントロールしてくれてはいましたが、思い返すと打順は高学年から、
それも６年生、５年生と学年の上の順から。また、同じ学年でも上手な子が優先というのが暗黙のルールでし
た。守備も高学年の子が好きな場所を取り、低学年は残った場所での守りでしたが、それがゆるぎないルール
でした。今思えば、高学年の子に都合がよいルールだったと思います。サッカーを見ていて今も昔も子どもた
ちの遊びに子ども独特の「暗黙のルール」があるように思えました。

　校庭でサッカーをして遊んでいる子どもたちもここにいる子どもたちだけの暗黙のルール
のもと、楽しんでいるのでしょうか。サイドラインが見えたり、消えたりしながらも。また、
校庭から上がったところで鬼ごっこをしている子どもたちにも子どもたち自身が決めた自分
たちだけの独自のルールがあるようです。鬼ごっこをしている子どもたちもどこまで逃げて
いいのか、つかまったらどうするのかなどが暗黙の了解のもとに遊んでいるようでした。別
の小学校ですが、ジャングルジムで遊んでいる子どもたちの動きに一定のリズムがありまし

た。登っていく方向、降りていく方向が決まっているのでしょうね。見ていてもトラブルが
ないように見え、例えトラブルになってもトラブルを解決するルールがあって遊んでいるよ
うに思えました。そして、休み時間だけでなくさまざまな時と場所で子どもたちなりにルー
ルを決めているのでしょうね。そのルールが大人から見て理不尽であっても子どもたちは子
どもたちで納得しているのでしょう。

　ご家庭で遊びのルールについて話題にしてみてはいかがでしょうか。「自分の時はこうい
うのがあった。」などの話から「今は違うよ。〇〇がルールだよ。」と、子どもたちから子どもたちの世界を
教えてもらえる時間になるかもしれません。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家庭教育相談員　伊藤十三雄）


